
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 
複数の事業所をまとめて一括して作成

する場合は、「別紙一覧」を選択。 

③ 
・指定権者が富山県のみ⇒様式３

（添付書類１）のＧ欄と一致 

・指定権者が複数（県内保険者の

み）⇒様式３（添付書類２）のＩ

欄と一致 

・指定権者が他県含む⇒様式３（添

付書類３）のＫ欄と一致 

④(ⅰ－ⅱ)＞③となること。 

⑤((ⅲ－ⅳ)/ⅴ) 
⑥((ⅵ－ⅶ/ⅷ))の２倍

以上。 

④ⅰ（⑤ⅲ+⑥ⅵ+⑦ⅸ）と一致させ

ること。 

④ⅱ（⑤ⅳ+⑥ⅶ+⑦ⅹ）と一致させ

ること。 

④ⅰ 
特定加算を活用し行った賃金改善を

含む介護職員が受け取る基本給、手

当、賞与等（退職手当除く）の総額

（集計期間は賃金改善実施期間）。 

⑤【そのうち、～】 
・改善前にすでに 440 万円以上の者

も含む。 

・一括して申請する事業所の数に応

じて設定。 

（「法人で１人」ではない。） 

・設定できない場合は、該当箇所に

○。 

⑤ⅴ、⑥ⅷ 
常勤換算方法による。 

⑦((ⅸ－ⅹ)/ⅺ) 
⑥((ⅵ－ⅶ/ⅷ))の２分の

１以下。 

（❸の平均賃金額が❷ 

の平均賃金額より低い場

合はこの限りでない。） 

⑤ⅴ、⑥ⅷ、⑦ⅺ 
・賃金改善を行わない職員を含む。 

加算対象サービス事業所に属する全

ての職員をいずれかに分類するこ

と。 

・算定期間が６か月間でも６倍せ

ず、１か月分でカウントする。 

⑦【そのうち、～】 
年収額を記載。 

440 万円を超えないこと。 

⑧ 
賃金改善は、基本給、手当、賞与のう

ちから対象とする賃金項目を特定した

うえで行うものとする。この場合、特

定した賃金項目を含め、賃金水準を低

下させてはならない。また、安定的な

処遇改善が重要であることから、基本

給による賃金改善が望ましい。 

記載例 


